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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１６年　４月１５日（木）午前１０時　４分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時３６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 野口　博  副委員長 上村高義  委　　員 古谷博子

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 山下信行

１．欠席委員

委　　員 原田　平

１．説明のため出席した者

請願紹介議員　安藤　薫

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局主幹　上　清隆

１．審査案件

請願第　１号　鳥飼上四丁目、ふれあいの里バス停前の固形燃料製造工場進出に反対

する請願
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（午前１０時　４分　開会）

○野口委員長　それでは、皆さん、おは

ようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　最初に、本日、紹介議員でもある原田

委員の方から、病気により欠席をさせて

いただきたいという旨のご連絡がありま

したので、この件について報告をさせて

いただきます。

　本日の委員会記録署名委員は古谷委員

を指名します。

　請願第１号の審査を行います。

　先日に引き続き、紹介議員に対する質

疑を受けます。

　藤浦委員。

○藤浦委員　せんだっての委員会の後、

さまざまな資料もご提出をしていただき

ました。ありがとうございます。

　また、類似の施設ということで、岸和

田の方の見学にも私自身も行ってまいり

まして、私なりにさまざまな調査を重ね

てまいりました。

　出していただきましたこの資料につき

まして、双方、何点かちょっと食い違う

ようなところもございまして、その辺の

ことも含めてきょうは質問をさせていた

だきたいと思います。

　一番最初、せんだって行われた趣旨説

明に基づいて、ちょっと質疑をさせてい

ただきたいと思いますが、最初のこの請

願文書の件名は、鳥飼上４丁目、ふれあ

いの里バス停前の固形燃料製造工場進出

に反対する請願という件名ですけれども、

この請願内容はずっと反対だという、地

域も反対しているということでございま

して、そして、最後のところでは、大阪

府に対してまして、この燃料製造工場の

進出許可を慎重に取り扱われるように府

の方に働きかけをしていただきたい、こ

ういう内容の趣旨でございまして、こう

いうふうに説明の中でもおっしゃってる

んですけども、ちょっとこの件名は、反

対する請願、中身も反対する内容と。最

後のくくりの部分は慎重に取り扱うとい

う部分で、ちょっと内容が、文面上これ

でいいのかなということで思うんですが、

反対なら、最後の部分も反対とならない

といけないように思うんですけども、こ

の辺のちょっと、まず、請願そのものに

ついての質問をひとつ説明をお願いした

いと思います。

　それから、同じ説明の中で、事業内容

のことについて説明をされております。

　この委員会記録を読みますと、事業者

としまして、家電メーカーその他の事業

者から排出された廃プラスチック類、紙

くず、木くずを主とする産業廃棄物を、

破砕後、金属などの異物を除去して、約

直径１５ミリ、長さ４センチの棒状に成

型をいたしまして云々とありまして、こ

の説明の中では、持ち込まれる廃材は、

家電メーカーその他の事業者から排出さ

れた廃プラスチックということになって

おりまして、さまざまな資料にもそのよ

うに載ってあります。事業者の方の資料

にもそういうふうに書いてあります。大

阪府関連のものにもそう書いてあります

けども、この自治会から出されている１

６年２月の自治会ニュース、つけていた

だいてる資料の中にちょっと気になるこ

とが書いてありまして、一番最初のここ

の、廃棄家電の処理場にするなというこ

とで、本文の５行目ぐらいからですが、

半年前には、家電ではないと、自衛隊、

警察制服など化繊の払い下げを受けると

説明していたが、どうやら、大手のリサ

イクル家電を処理して固形燃料にするね

らいだということが知れたと。府の担当

も、大手家電○○のものですと明言して
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おられたと、そういうこと。

　また、その下のところに、ヨドバシカ

メラの事件が、リサイクル家電の不祥事

が１２日の新聞に、ヨドバシカメラのこ

とを引用されて、下のから５行目のとこ

ろから、確実とは言えないが、大手家電

の払い下げ料では利益が出ない業者が、

プラスチック部分を破壊して、石炭にか

わる固形燃料化する。その工場が鳥飼上

の１，１７５坪だとすれば、余りにも殺

生、ばかにするなと言いたいと、こうい

うふうに表現されている資料が提出され

ておりまして、この説明と若干ちゃうん

ですね。説明でいくと、家電メーカーか

ら出す普通の廃プラということになって

いますが、家電リサイクルに係るような

ものをここで廃棄するねらいがあるとい

うことになってまして、この辺の違いを、

説明を変えるのか、訂正するのかどうか

も含めて、ちょっとご説明ください。

　それから、同じくその説明の中で、破

砕をするために粉じんが出ますし、そし

て、排水等にも出ると。あるいは騒音・

振動、その他悪臭あるいは火災の発生等

が心配されるわけでございますというこ

とでございました。

　さまざま提出していただいている資料

の中に、３月４日に大阪府が摂津市に来

て、地元で説明会がなされたという、そ

の資料が、これは摂津市の出されている

資料の中に添付をされておりますけども、

この資料３という分ですね、これに基づ

いて、３月４日には、今申しました破砕

の件、粉じんの件、排水の件、騒音・振

動の件、悪臭の件、火災の件がここで説

明されております。ざっと説明されてお

りますので、一つ一つは言いませんけど

も、当方は一応これも全部目を通させて

いただいて、大体、業者の対応等もわか

りやすくまとめてあるというふうに思う

わけですけどね。

　なおかつ、この資料に、紹介議員も目

を通されていると思いますけれども、こ

れでもなおかつ問題があるということな

んでしょうが、ちょっとこれも反論する

というんですかね、この説明でもだめな

んだというとこらへんのところを、ちょっ

と納得するように説明をお願いしたいと

思います。

　それから、今度は、請願内容につきま

して、東京都の杉並区で発生している杉

並病、ダイオキシン環境ホルモンの発生

のおそれがあると、こういうふうにおそ

れということで文面、書かれてるわけで

すけども、この辺の関連性、今回の事業

と。それから杉並区の井草の森公園周辺

の環境問題ですね、この辺との類似性、

主張されている、説明が明快ではなかっ

たというふうな表現がされていますけど

も、請願内容に記載されて、そして採択

する上では、それなりの根拠がないと、

またこれを採択するということは、議会

としても、これは確かにおそれがあると

いうふうに追認するような格好になって

しまう可能性もありますので、その辺の

関連性を、もう一度説明をお願いしたい

と思います。

　それから、同じく請願内容で、三重県

の多度町においての固形燃料による大爆

発事故が発生したということでこの表現

がなされておりますけども、これも先ほ

どと同じですけども、その可能性が、こ

れはＲＤＦという種別の固形燃料であっ

て、こちらはＲＰＦということでありま

すけども、さまざまな資料の中で、それ

は違うということが書かれてるわけです

けども、それでも可能性があるんだとい

うことについて、もうちょっと精査して

説明をお願いしたいと思います。

　それから、今度は経過についてなんで
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すけども、まず一番最初に双方の資料の

中で、説明会に入られる前に、７月９日

に業者の専務が自治会長を訪れて、事前

に打ち合わせをされたということになっ

ております。その際に、自体会側の資料

では細かい打ち合わせ内容は書かれてお

りませんが、業者側の資料の中では、結

構その内容が細かく、こういうアドバイ

スを受けたということが書かれておりま

してね。

　例えば、まず最初に、対象隣接者との

同意交渉を先行して行うこと。

　２番目には、対象隣接者との同意交渉

について、同意収集のめどがついた時点

で小林自治会長へ連絡をする。

　３番目には、その経過をもとに、小林

自治会長が自治会を招集し、当社の事業

計画説明会を実施し、特別な異議申し立

てがない限り、その時点で自治会として

同意すること。

　また、５点目には、農家に対する説明

対応は特に誠意を持って進めること。そ

の指示を受け、特に、隣接生産緑地所有

者の個別の名前が入ってますので、Ｋ氏

には配慮と誠意を持って対応することを

確認ということで、最後に、この会社案

内を見て、計画している事業は、テレビ、

冷蔵庫等の廃家電処理でないとの、懸念

されていることは、この件については見

当違いであることを説明し、理解される。

こういうふうなことを打ち合わせしたと、

こういうになっておりますけども、この

辺が、業者の言い分。そしてまた、自治

③会の資料の中では、１枚目の　というと

ころで、ずっと７月２９日までの経過が

あって、その後、アイデックスは自治会

長との折衝を延期して、農業関係者を回

り、同意されるように説得を開始した模

様ということで、自治会としては、勝手

にやったということで主張されておりま

して、業者の方は、自治会長の方からそ

ういうアドバイスを受けて、アドバイス

に基づいてやっているという主張で、大

きく主張が食い違うということになって

おります。

　この辺の、どちらがどうなのかという

ことを、ちょっと紹介議員の方で説明お

願いします。

　それから、同じく経過についてですけ

ども、自治会のこの提出いただいている

資料の中で、２９日の説明会の中で、提

出予定であったということで、アイデッ

クス社に対する質問と要望事項という資

料を挟んでいただいております。

　この質問と要望事項というものの下に、

墨書きでコメントが書いてありまして、

この下に、当初の説明で問題ないと思わ

れたので、話し合いの席に持ってこなかっ

たため、質問が終わったので、撤回して

出さなかったと書いてあると思うんです。

要するに出さなかったというふうに書い

てあると私は理解してるんですが。業者

の方のこの資料の中では、経過の中では、

２９日の説明会の中では、当社の説明後、

小林自治会長より当社に対し、質問と要

望事項を提出された件での質疑応答とし

てということで、その件について説明を

しましたということになってまして、こ

れは、業者側は出されたということで、

この添付資料の中にも同じものが添付を

されてまして、この辺で、見解の相違と

いうことではなくて、出したのか出さな

かったのかという極めて単純な食い違い

が起こっているということで、この辺の

ことはどうなのかということですね。

　それから、８月１２日に、今度は摂津

市の出された、経過の書かれているこの

資料、経過をずっと書いてありますが、

この２枚目のところに、８月１２日のと

ころの部分で、８月１２日、鳥飼上自治
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会長が来庁、業者に渡した自治会からの

要望書については撤回したとのこと。業

者としては、環境保全対策として文書を

提出するとのことということになってま

す。この辺の記述と、それから今の両者

の食い違いとあわせて、どういうふうな

ことだったのかということをちょっとご

説明お願いしたいと思います。

　それぞれの資料で、信憑性の問題にか

かってくると思います。

　それから、最後ですけども、８月２６

日に自治会から出された反対意見書の関

連につきまして、自治会側の出されてい

る資料の中では、これは２９日の打ち合

わせ議事録の次のところに解説というこ

とでつけていただいておりますけれども、

その解説の２枚目のところで、井出専務

が社内で相談した結果、事情が変わりま

した。撤退も含めて考えたいので、最終

的にその協議に出す意見書が欲しいので

すと言うと。最初から、前の会社、パル

タックとの間で、地元同意が取れないと

きは契約解消もあり得ると聞いていたの

で、そのための弁護士を入れた会議に必

要なものと解釈をしたと。専務の言葉も

全然勢いが消えて、おりたという調子で

あったと。そうですか、撤退ということ

なら、すぐにうちの意見書を出しますと

言ったと。これからまだ開業に向けて努

力を続けるというなら、２０日の夜の会

合で怒っているので、しばらく会うこと

はないと考えていたし、そうすれば、ア

イデックスも勝手に判断すると思ってい

たのであると。そのことで、Ｔ氏の誤解

発言が幸いしたと考えていたのであると。

また、毎日のように発表される三重県の

多度町の爆発事故で、アイデックスも地

元説明をあきらめたように思えたと。早

くしてほしいと頼まれた。こういうふう

な表現になってますね。

　それで、今度は、業者側の方の経過事

項の一番最後のところですね。１月２０

日付のところのやり取りの中で、９月３

０日、再度、小林自治会長に電話を入れ、

つながると。昨年８月２５日の反対意見

書をもらったときに、当社がその趣を受

け入れ、撤退を受諾したように言われ、

その後、何の連絡もなく工事を進めたこ

とを責めると。受諾したことは絶対ない、

こちらが反論しようとすると電話は一方

的に切られ云々とこうあるわけで、業者

側は撤退するということは受諾をしてい

ない。片や自治会側は、撤退するという

意思があったということになってますけ

ども、この辺の食い違いについてどうな

のか、ちょっと説明をお願いしたいと思

います。

○野口委員長　安藤議員。

○安藤議員　幾つかご質問いただきまし

た。答弁が漏れている点がありましたら、

また整理していただきたいと思います。

　まず最初に、請願文の内容について、

件名の工場進出に反対する請願という件

名、それから、文章の内容が反対の内容

になっていて、最終のところで、慎重に

扱われるよう府に働きかけてくださいま

すよう請願申し上げます。ここが一致し

ていないのではないかというご質問なん

ですが、紹介議員としては、その文章の

中身、それから、件名と最後のまとめと

いうところを、私、そこまでは介入はで

きないんですけども、私としては、鳥飼

上４丁目の地域にさまざまなものと、こ

の文章の中にも書かれていますが、進出

の計画を持ち込まれたときに、同時にい

ろいろなところで、よく似たごみの固形

燃料の工場が事故を起こしているとか、

杉並病の話もあると。いろいろな問題が

これに関連して持ち上がってきて、不安

がたくさんあって、絶対に来てほしくな
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いと。これは住民の方々、自治会の方々

の意志だと思うんです。これを強く議会

の方に働きかけたいということが趣旨だ

と思いますので、反対する請願という形

で出てきたと思います。

　最後の文面のところについては、こう

いった心配があって反対をしていますと

いう経過ですね、こういった趣旨を、反

対する請願を上げている趣旨をご理解い

ただいて、議会を挙げて反対していただ

きたいというふうに結ばないで、あえて

このように、慎重に府に働きかけてくだ

さいますよう請願申し上げますというの

は、それは反対の意味で、反対なんだよ

と、反対の請願をぜひ上げてほしい。た

だ、その最後の結びで、あくまでも反対

せよというところではなくて、反対の立

場でやってほしいというようなことじゃ

ないかというふうに私は理解をしており

ます。ということです。

　それから、自治会ニュースのことです

けども、自治会ニュースの２月の、この

固形燃料の材料となるものは何かという

点で、廃プラスチックであるとか、それ

から、このニュースの中では、当初、説

明を受けていたけども、どうやら大手リ

サイクル家電を処理して固定燃料にする

ねらいだということが知れたとか、府の

担当者がこういうような話をされたとか、

明言しておられたとかいうような記事と、

趣旨の説明とちょっと違うんじゃないか

というような、その点はどう考えている

のかということだと思います。

　こういうさまざまな反対をしたりとか、

相手の情報をいただいたりとか、運動し

ていく中で、いろいろな情報をいろんな

ところへ行って入手をするということは

当然やられるものだと思います。そうし

た中で、その時、その時の到達点におい

てわかったことを、自治会として自治会

の皆さんにお知らせをするというのはそ

れはあると思うんですね。そのときは、

このニュースを書かれているとき、２月

の頭だと思うんですけれども、実際にお

話を伺って、いろいろなルートからお話

を聞いてきて、こういうことを聞いてき

たと。これが真相ではないかということ

をお知らせしているものだと思うんです。

　ですから、ここに書かれたものがすべ

てというわけではないと思うんですね。

経過の中で、いろいろな情報収集等があ

る中で、わかった時点で自治会の方々に

お知らせするということで言えば、請願

との内容については、請願のときには、

趣旨説明では廃プラということであるわ

けですから、その経過の中での一つの資

料というふうに見ていただけたらいいん

ではないかなというふうに思います。

　それから、３月４日の、これは大阪府

の説明会、大阪府と摂津市が同席した説

明会のときに、さまざまな対策、生活環

境保全上の対策においてこういう対策を

しますよと。これでもなお不十分なのか

と、どうして不十分なのかというような

ことだと思うんですけども、やっぱりそ

こに生活しておられる方、または、そこ

の工場が進出してくるすぐ横でさまざま

な農業を営んでおられる方にとっては、

いろいろな対策を示されても、やはり心

配な点というのはたくさんあると思うん

です。いろいろな、法律に基づいてやっ

てられたものが、やっぱり実際事故を起

こして、多大な被害を及ぼしている事件

や事故というのが日本全国で実際起きて

いるわけですね。そういう意味では、そ

こに済んでおられる方、生活をしておら

れる方、それから農作物を耕作されてい

る方、まさに生活にかかわる問題ですか

ら、こういった対策を示されたら、なお

やっぱり不安というのは残ると思います。
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　例えば、自治会さんの方で出してこら

れた資料の中で、これは、ごみ固形化燃

料等関係施設の安全対策調査検討報告書、

これ総務省の消防庁が出されている資料

なんですけども、そこの一番下に１７ペー

ジってあるんですかね、これ抜粋ですか

ら全部ありませんけども、１７ページで、

ＲＤＦ等に係る発熱・発火事例の発生状

況でいろいろ報告がされています。１７

ページは、言われた、今回の進出される

工場とは違う種類のＲＤＦ工場での発生

状況ですね。発熱や発火事例の発生状況

ですね。

　一方で、次の１８ページのところ、こ

れはＲＰＦですけども、ＲＰＦにおいて

もいろいろな、自然発火であるとか、火

災は発熱等の報告がされているわけです。

これは実際上、こういったさまざまな安

全対策をされているにもかかわらず、や

はり問題がありますよと。一たん燃え始

めたときには、燃えてしまったときには

廃プラもありますし、いろんな有害物質

が出るのではないかと。対策としてはや

られたとしても、その対策が本当にやら

れたとしてもこういう事件が起きたり、

この中には、原因が不明というようなも

のもたくさんあるわけですね。原因がわ

かるものであれば対策の打ちようがあり

ます。ただ、不明というものもこの中で

も幾つかあるわけで、現段階において、

このＲＰＦやＲＤＦの工場がまだまだ新

しい事業であって、いろいろな問題もま

だまだ持っている中で、発展途上といっ

たら言い過ぎかもしれませんけども、ま

だまだいろいろな問題が出てきて、それ

に対応して完璧なものをつくっていく段

階であるというふうに私は思うわけなん

ですが、そういうものが自分のうちのす

ぐ横であるとか、自分の農地のすぐ横で

あるとかに来るということ対しては、やっ

ぱりあくまでこれは心配だと、不安があ

ると。この不安が取り除かれてない以上、

来てほしくないというようなことだとい

うふうに思います。

　それから、杉並病の関連、それから、

三重県の多度町の事故などについてです

が、今回、ＲＰＦということです。杉並

病の発生の原因、詳細には、完全には何

が原因かというのは突き詰められていな

いというふうにも聞いているわけなんで

すが、一般ごみ、一般の家庭系のごみの

処理もしないままに圧縮をするようなと

ころによって起きたものではないかとい

うふうにも言われています。ですから、

今回のＲＰＦとは性格が違うのかなとい

うふうにも思います。

　それから、三重県の多度町の事故につ

いても、ＲＤＦですから、ＲＰＦとは直

接的には関係がないって言ったらおかし

いですね、類似ですけども違うものだと

いうふうに思います。

　ただ、この請願の文章で、住民の方々

が心配してるわけですわ。ＲＰＦはＲＤ

Ｆと違いますよとかね、一般の家庭系の

ごみと産業廃棄物と違いますよとか、産

業廃棄物といってもいろんな産業廃棄物

がありますから、そういったものについ

ても、やっぱりきちんとした知識とか理

解とかいうものがなかなかない中で、同

じように心配をされるというのはこれは

当然のことだと思います。

　これに対しての不安が払拭されていな

いということがここの請願の中に書かれ

ていることであって、これが、多度町の

爆発事故が発生するから、同じようにＲ

ＰＦでも発生するんだとか、杉並病とＲ

ＰＦが直接かかわっているんだというふ

うな理解で書かれているものではないと

いうふうに思います。

　こういうことがもし起きれば大変なこ
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とになりますよという、そういう心配が

あるよと。その心配に対してきちんと説

明をされていない。先ほども委員さんの

方からもおっしゃいましたけども、説明

が十分ではないということだという理解

です。

　それから、業者側の説明と、自治会側

の方からの資料の経過説明で食い違いが

あるということの問題なんですけども、

経過の中の詳細というのは、私の方では

完璧に把握しているわけではございませ

んので、中途半端なお話はちょっとでき

ないと思います。

　ただ、経過の中では、相手の受けとめ

方、物の言い方、それから、これまでの

流れからいってその当事者じゃなければ

わからないニュアンスというのがありま

す。後から文章にして、整理してくると、

だんだん、だんだんそれがはっきりして

くるわけですけども、そこで食い違いが

出てくるというのは私はあり得る話じゃ

ないかなと思います。

　ただ、１点、自治会長さんのところに、

８月ですね、農業関係者の方々との説明

会の後、自治会の方に反対の要望書を出

してほしいという申し入れというか、お

願いが業者さんの方から来たと。そのと

きには、自治会長さんの方が、もうこれ

であきらめるような雰囲気だったという

ことで出したんだけども、業者さんの方

は違うよと言っておられるということで

すけども、その点についても、やはりそ

の経過の中でいろいろな反対運動もあり、

相手さんとの交渉の中で当事者の方がど

のように言われたかというのは、これは

ここでは何とも言いようがありませんが、

自治会の方で、自治会長さんの方はそう

いう意味合いでとられて出されたという

のは間違いはないと思います。

　それから、業者さんの方では、そんな

意図で言ったのではないと言われれば、

そりゃ業者さんの方の言い分であって、

間違いなく自治会さんの方は、そういう

意図で出されたと。でなければ、言われ

たまま出すようなことはありませんから。

逆に、説明をお願いしたり依頼をされる

側が、誤解のないようにきちんと話をし

ていくことが本来は必要であったのでは

ないかなというふうに思います。

　その後、数か月間、農業関係者の方々、

自治会さんに対して働きかけがほとんど

何もなかったということもあわせて見ま

すと、そのときに、交渉の中で、もう撤

退されるんだなというような感じ方をさ

れて、そのような形で反対の意見書を出

された後に、３か月間何も音さたがなけ

れば、当然、住民の方、自治会の方は、

ああ、やっぱり撤退してもらえたんだな

というふうにそりゃ思われるのかなとい

うふうに思ってます。

　ちょっとすべてきちんと説明できたか

どうかわかりませんが、以上です。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　一応、一通りご答弁をいた

だきましたんですが、まず１点目の、請

願文そのものの趣旨、件名と中身の文面

と最後のくだりの部分がちょっと食い違

いがあるという話ですけどね。慎重に扱

うということであれば、件名は慎重に扱

うというふうにすべきであると思うんで

すけど、どうも今の説明では、ほな慎重

に扱うということに、件名部分を見てま

ず先入観を、大体の主題がここに出てく

るわけですからね。だから、これ反対す

るということは、これ全体は反対すると

いうふうになっていないとおかしいと思

うんですけど、もう一遍説明できるんで

あれば説明してください。

　それから、家電リサイクルの話ですけ

ど、２月の時点に書かれたということで、
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この請願が出てきたのは２月１８日でしょ。

同じ時期やから、同じ時期に出してるも

ので説明してるのに、何でこの趣旨説明

の中に、今の家電リサイクルによる家電

廃棄物だということがわかったんだとい

うことであれば、それを言わないのかと

いうこと。

　もう一つは、何でわかったのかという、

具体的にこういうことでわかったんだと

いうことで、そのこともできたら、これ

はもし事実であれば、とても看過できな

い、これは業者が完全に偽っているとい

うことになりますからね、これはもう問

題外になりますので、大きな問題になる

と思うんですね。重大問題だと思うんで

す。ここはちょっと十分追及しなきゃい

けないなというふうに私は思ってます。

　それから、３番目の、この趣旨説明の

中の、紹介議員として、それぞれの公害

に対するおそれがあるということで、火

災についてはそれとなく説明になったん

だと思うんですけど、やはり今も言われ

た、話し合いがだんだん具体的になって

きますよね。もう３月４日ではかなり具

体的なことを提示されてのお話し合いに

なっておりますので、不安という部分だっ

たら、これは物すごく主観的な問題で、

我々委員会としては、やはり事例を一つ

一つ挙げながら書かれていることは確か

に妥当なのかということを審査しなけれ

ばならないと私は思っておるんです。

　そういう意味から、紹介議員は、請願

を持ってこられた自治会側の趣旨をよく

承諾をされてなられてるわけですから、

議員として、その辺のことも含めて私た

ちにご説明をお願いしたいということで

言いました。できれば、具体的な部分も

挙げてお願いしたい。これは、例えば次

回にしてもらっても結構ですけども、こ

れちょっとお願いしたいと思うんです。

　それから、先ほどの杉並病と多度町の

話ですが、杉並病については、生活不燃

物を圧縮するという工程の中で、その内

容物が混ざって、そういった硫化水素な

りいろんなものが出たということで、結

果としては調査報告書上がっております

けどね。直接、生活ごみを扱っていない

ということでは関係ないというかね、関

係ないということでございましたけども、

疑問持たれて説明を受けはるというのは

そりゃ大事なことでいいと思うんですが、

こういう公式文書の中に載せているだけ

で、例えば、よっしゃこれでいこうとい

うことになりますと、議会としてもこの

杉並病のおそれがあるということを認め

たことになってしまうので、書かれてい

る以上は、本当に可能性があるのかとい

うこともきちっと精査をしなければなら

ないというふうになると思うんですね、

立場としては。

　そういった意味から、関連性について、

ああ、確かにあるなというふうな答弁を

いただきたいということでお願いをしま

した。これはもう少し本当は説明をお願

いしたいと思うんです。

　それから、自治会が提出されている書

類の中で、７月の２９日の議事録の解説

の中に、資料に解説いうのをつけていた

だいてますね。この中に、下から７行目

のとこで、自治会としては、漠然とした

拒否反応ではなく、環境に影響がないと

すれば受け入れざるを得ないのであるが、

杉並病が発生しないとする企業の説明は、

あくまで当事者のものであり、そこに第

三者である摂津市の判断が得たいのであ

る。こういうふうに書かれてあって、こ

れは、確かに７月の時点で、もう今とは

大分事態が変わるのかもしれませんが、

３月４日、大阪府、摂津市立ち会いのも

との説明の中でも、杉並病については、
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今回の事業計画では、原料が特定された

産業廃棄物の中間処理を行うこととして

おり、廃棄物の処理方法は廃プラスチッ

ク類、金属云々ずっとありまして、外部

への排水はほとんどないということで、

硫化水素などの発生のおそれがないとい

うふうに結論してあるわけですけどね。

こういう一つのお墨つき的なものが出た

ということもあって、事態が大分進展す

るのではないかなと私なんかは思ってる

わけですけども。この辺の今の大阪府の

回答、なおかつそれでも杉並病なんだと

いう理由をちょっと教えていただきたい

と思います。

　それから、多度町の問題も同じ資料に、

ＲＤＦとＲＰＦの相違ということの中に、

ＲＰＦの原料云々、最後の方に、生ごみ

の混入がないことから、可燃性ガスの発

生がなく、密封したタンクに保存すれば

爆発のおそれがないと、こういう回答を

得ております。貯蔵の仕方がちょっと私

把握できておりませんけども、貯蔵の方

法のいかんによってはこういう爆発のお

それがないと、こういう結論が出てるわ

けですけども、それでもなお、多度町と

してここに載せなきゃならないんだとい

うことの、先ほどの答弁では、あくまで

も説明不足だということでおっしゃって

ましたけど、やっぱり載せたということ

は、当然、議会としてその可能性もある

んだということで認めることになると思

うので、それなりの説明をしていただい

て、この文面を載せるということになる

と思うんで、そういう意味合いから、ご

説明ができればお願いしたいと思います。

　それから、自治会の経過の食い違いに

ついてということですけども、ただ、やっ

ぱりこういう話し合いを双方がやられて、

そりゃ見解の相違というのは確かにある

とは思います。そやけど、単純に、資料

を出した、出してないという、こういう

単純な食い違いが起こるのはおかしいと

思うわけですね。

　出していただいた資料は、当然これは

もう偽りはございませんという資料で提

出していただいたと私は思っているわけ

ですけども、そういった中で食い違いが

起こるということは、これは見解の相違

だなと言える食い違いと、いや、これは

ちょっと全然違うんじゃないかという食

い違いとね、あると思うんですよ。

　例えば、今の最初の、９日の打ち合わ

せ、当事者やったらもうわかると思うん

ですけどね。これによって、後で出てき

ますけど、例えば、自治会ニュース２月

号には、さまざまにだまされて同意印を

取られた人があるとか載ってるんですね。

この裏面のこの２番目のところに、だま

されて同意印を取られた人もあるが、そ

の家にコピーも渡さない業者の行為は正

しいのかとか、業者は何回も地元をだま

しているとかいうふうに書かれている部

分もあって、この同意印の取り方、恐ら

く個別で回ったとか、農業関係者を回っ

たということをおっしゃってるんだろう

と、経過の中でもありましたけども、そ

ういうことだと思うんですけどね。そう

すると、この農業関係者を回ったのは、

最初にアドバイスをもらったから回った

のか、それとも、そんなもん言うてへん

ねや、勝手に回りよったんやという話な

のかね、この辺は信憑性のある業者なの

か、そうでないのかという判断をする上

では重要なことだと思います。だから、

ちょっとただしておいとかないとと思う

わけですが。

　とりあえず、先ほどの自治会ニュース

の中にありました、だまされて同意判を

取られたというようなケースが、具体例

が、名前までは結構ですけど、こういう
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ケースでだまされたんだということがあ

るんだろうと思うんですが、何回もだま

しているという件、ちょっと具体例を入

れて説明をお願いしたいと思うんですが。

　それから、先ほどの、２９日に提出を

された書類の話は、こんなのは非常に簡

単な話で、出してるか、出してないか、

片や出していない、いや、片やもらった

と、もらって、しかも回答書までつくっ

たと。また、行政の方は、報告としては

出したものを撤回したというふうな表現

になってるわけですけど、この辺の話は、

真実は一つしかないと思うんですけどね。

その辺ちょっと説明お願いします。

　それから、最後の、反対意見書にまつ

わることで、もしこれが、業者側が、い

や、実は撤退をにおわして、それでそう

いう書類をつくらせた。それをどういう

ふうに活用したのかわかりませんが、で

あれば、これは業者側の誠意に欠けると

いうことになると思いますしね、これは、

判断する上では非常に重要な項目である

と、こう思うわけです。それで質問して

るわけですけども、この辺の私は真意が

知りたいわけですけど。もう少し詳しく、

資料とか説明とかがあるんであれば、そ

の辺のところをちょっとつまびらかにし

ていただきたいと思うんです。

○野口委員長　安藤議員。

○安藤議員　まず、一つ一つの、３月４

日の日に示された、大阪府の環境指導室

の方から出ている資料３で、粉じん対策

であるとか排水処理対策、騒音・振動対

策、その他の対策というのが示されてい

ると。これに対して、これでは一つ一つ

全部納得できないのか、不安が払拭され

ているのかという点については、自治会

さんたちのそれぞれの方の思いはまたそ

れぞれ個々あると思います。

　私は、この施設が来ることによって粉

じんの心配もありますよ、排水の汚水が

農業用水に流れ込む心配もありましたよ、

騒音や振動、破砕機の振動であったりミ

ルの振動であったり、そういった振動も

考えられるし、騒音もありますよと、そ

の他、においが出ないかとか、それから

火災が出ないのかというような心配とい

うのは、やっぱりその施設が進出するこ

とによっては、幾つかの問題というのは

あると思うんです。その問題というのは、

既にこういった業者さんや、大阪府が指

導上、こういったものが見込めるから、

こういう対策を打たなきゃいけないとい

うことでやらなければいけないものだと

思うわけですね。こういった資料を示し

ていただいて、なお不安を感じていると

いうのが実態だと思います。

　その不安がじゃあ一体どこにあるのか

というのは、それぞれ当事者の方々の思

いは違うかもしれませんが、私はやっぱ

り火災の問題が大きいのではないのかな

と思います。固形燃料であるわけですか

ら、やはり燃え始めたときには消火しに

くいという性質を持っています。非常に

燃焼するカロリーも非常に高いものであ

りますから、一気に近隣に影響する可能

性があると。燃え始めてしまうとなかな

か消えにくい。そのことによって、工場

内にあるさまざまなものが一緒に燃えて

有害物質が発生するのではないか、飛び

火するのではないか、危険物のそういっ

た心配というのは、それが大きいのでは

ないかなと思います。

　その火災の問題で言えば、総務省消防

庁でも、新たに危険物としてＲＤＦ、Ｒ

ＰＦも指定をするというような動きも見

られているわけで、まさに危険なものが

近くにあるということです。製造過程で

のいろいろな問題も当然クリアをしてい

ただかなければいけませんけども、それ
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をクリアしたからといって、じゃあこの

点はクリアしてもらいましたから、じゃ

あこっちの分クリアできてないけども、

それはしゃあないなということには私は

ならないというふうに思います。一つ一

つの対策について、これはあかん、これ

はこの点はあかんということについては、

ちょっと今具体的に申し上げられません、

申しわけないですが。ただ、こういう具

体的な対策で、一つは、まあこれはこれ

でいいよということになったとしても、

すべてが満足にできるような対策が打た

れていないと住民の方々が思っていれば、

これはやっぱりもう反対というような対

応になるのではないかなと思います。

　火災の問題というのは本当に大きな問

題で、特に摂津市内でもいろいろな火災

が発生したときに、倉庫内での危険物に

よって近隣に大きな影響を及ぼしたとい

うような火災事故もあります。なおさら、

燃料を製造して、燃料をそこにある期間

置いておくというわけですから、燃え始

めたときの影響というのは心配されるの

も当然のことではないかなと思います。

　それから、水の問題についても、今回

のＲＰＦというのは、ＲＤＦと違って製

造過程によっては水は使わない。水は使

わないけども、生活用の排水については

公共下水に流すから、農業用の用水路に

入ることはありませんよというようなご

説明もあるわけですけれども、ただ、工

場の中の掃除をするときの水であるとか

いうものが流れてくることは全くゼロで

はないということもあるのではないかな

と思います。そういった心配も、当然、

農業従事者の方の中にあるのは当然のこ

とではないかなと思っています。

　それから、業者さんと自治会さんとの

交渉の経過についての食い違いについて

なんですが、これは、ここで一つ一つの

事案について、これはこうだった、こう

だったというようなお話の、私は自治会

さんの方からお話を伺って趣旨を説明さ

せていただいておりますから、これ以上

のことを、ちょっと私からお話をさせて

いただくことは難しいかなと思っており

ます。

　それから、だまされて同意印を取られ

た人もあるが、というようなニュースの

内容ですね。自治会ニュースの中で、だ

まされた人がいるが、どのようにだまさ

れているのかという具体的な事案につい

ても、これについても、私の方からのご

説明では、ちょっと正確さに欠ける点が

出てくると思います。ですから、この場

では差し控えさせていただきたいと思い

ます。

　ただ、言えるのは、業者さんと自治会

さんとの交渉であったり、その間、農業

関係者の方々との説明会があったり、大

阪府であったり摂津市であったり、いろ

いろなところで、情報を得るために自治

会の方や地元の住民の方々がいろいろ努

力をされている中で、その時点でわかっ

た情報について皆さんに知っていただく

と。

　今回についても、このニュースが２月

にあって、請願も２月だということなん

で、その前後関係というのはちょっと把

握できませんが、通常考えたら、２月発

行ということになれば２月の初めに出さ

れるわけです。ですから、例えば、大阪

府庁に事情を聞きにいったときに得た情

報をすぐにニュースとして反映させる。

その後、またいろんな情報を得る中で、

請願の文書がその時点でわかっている範

囲内のことで書かれるということであり

ますから、この辺の食い違いについては、

あり得る部分があるのではないかなとい

うことをちょっとご理解いただきたいな
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と思います。

　杉並病と多度町の事故について、私は、

この請願の文書で採択されたことによっ

て、今回のＲＰＦ工場の進出イコール多

度町のＲＤＦ施設の爆発事故、それから

杉並病との関連があると議会が判断する

ことにはならないのではないかなという

ふうに思います。

　というのは、請願文書の中でも、読む

中で、ここに請願の趣旨が書かれている

わけで、地元の人たちが、議会にぜひこ

ういうふうに取り計らってほしいという

ことの思いを伝える上では、心配である

ことを載せるというのはあることじゃな

いかなと。いろんな声が出るわけです。

自治会の役員さんとして、いろんなとこ

ろから情報が入ります。杉並病の問題に

しても、一般家庭ごみの水分を含んだも

のを何の処理もしないで圧縮したことに

よって流れ出た排水によって起きたもの

だということで言われていますが、一方

では、廃プラの粉砕によって出たものに

よって起きているのではないかという考

え方も一方ではあるわけですね。基本的

に、化学的に、じゃあこれは何だったの

かというところまでは突き詰められてい

ない問題なわけですから、そういう意味

では、杉並病の問題、ないならないとい

うことで、具体的に逆に業者さんの方か

ら、または、大阪府の方から、摂津市の

方から、具体的に杉並病の発生について

はこうこうこれが原因でありましたと。

今回のものについてはこうこうこうで、

全く関係がありませんというような説明

がなされて、初めて杉並病とは関連ない

なというのがわかるわけです。だから、

請願をされてきて、請願者の方々の思い

として、それから認識として、杉並病へ

の不安というのは払拭されていない。払

拭できるような説明を受けていないのに

工場が建てられてしまうということは、

やっぱりなかなか認めることはできない

というふうにつながるのではないかなと

思いますし、多度町のＲＤＦの爆発事故

についても、原因など詳しく説明されて

いるのか。ここの三重県の多度町の爆発

事故というのはＲＤＦですと。ＲＤＦと

ＲＰＦは違いますと。原料が家庭系のご

みであるのと、こちら側は出先がわかっ

ているきれいな産業廃棄物ですよ。これ

だけの説明だけで、違いますということ

で納得できるのかどうか。納得できない

というのが請願者の皆さんの気持ちであ

ると思うわけですね。

　そこは具体的に、じゃあ何でＲＤＦと

ＲＰＦが違っていて、こんな事故が絶対

に起きないんだという説明をされていな

いということが、やっぱり大きな、反対

の請願の理由になってきている一つの理

由になってきているんだというふうに考

えています。

　それで、いろいろな資料も取り寄せて

おられて、いろいろなところで情報を収

集されておられて、政府の方でも、この

ごみ固形燃料でさまざまな事故が発生し

ていることで、いろんな対策を打たなけ

ればいけないというふうな状況になって

いるということも、この新しい事業がま

だまだ危険性を払拭されていないという

ことも示しているのではないかなと。

　ＲＤＦだから、ＲＰＦだから大丈夫だ

ということは、私はやっぱり言えないと

思います。これまでの火災の発生の事例

を見ても、先ほども申し上げましたけど

もＲＰＦでも事故は発生してます。

　やっぱり、私、この資料見て、特に重

大だなと思うのは、ＲＤＦの方はある程

度原因がわかってきていることです、わ

かっていますね。一般のごみから出てく

るわけですから当然水分も含みますし、
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腐敗によるガスの発生であるとか、燃え

る要素というのはやっぱりたくさんある

わけで、その点の技術的な解明であると

か対策を打とうというようなことは必要

だと思いますが、ＲＰＦにおいても同じ

ように火災が発生しているんだけども、

原因が不明だというものがあるんですね。

原因が不明というのは対策の打ちようが

ないということですよね。だから、こう

いったものが、全く近くに生活されてい

る方がいらっしゃらない、農地がないと

いうような地域であれば、それはやっぱ

り問題がないとは言えないけども、これ

ほど反対の住民の声は出ないと思います。

　特に１８ページをちょっと見ていただ

いて、ＲＤＦ等の発熱・発火事例の発生

状況、１８ページでもありますけども、

不明というのがあるんですね。

　例えば７番、不明とあります。事故対

策としては、貯蔵や取り扱い方法の見直

しとか従業員等への教育の徹底というこ

とがあるわけです。要するに、人の管理

の、人がどのような安全対策をとるかと

いうようなところに触れられているわけ

です。

　もう一つ、１０番にいきますと、これ

も不明です。散水設備（夜間自火報連動）

も設置するということなんです。結局、

発熱して発火するというそのもとを絶つ

というような対策がなかなか不明の場合、

打ちにくいんじゃないかと思うんです。

しかも、さらに重大なのは、出火から鎮

火までに要した時間、１０番、不明で９

３０分もかかっています。７番の不明で

は２０６分かかっています。１４番の不

明、これ事故対策なしですが、これ一つ

一つで出火から鎮火までに要した時間３

８５分、５時間以上、６時間以上消えな

かったと。こういう対策、発火してしまっ

たらもうあかんわけですからね。発火し

た後にどう抑えるかではなくて、発火さ

せないような対策が打たれなければいけ

ない話だと思うんです。それが、対策は

打っているけども発火した、発熱した、

火災が発生した、５時間も６時間も、場

合によっては１０時間以上もずっと消え

ないままになっていると。こういうよう

なものが、道路を挟んだすぐ横には生活

しておられる民家がありますし、生産緑

地もあります、近くにふれあいの里もあ

りますと。そういったところに来られて

はやっぱり不安でしょうがないというの

は、それはもう偽らざる住民の皆さん、

請願者の方々の思いでありますし、私は、

そういった思いに対して、きちんとした

対応を議会の方もすることが非常に大事

ではないかなということで、いろいろ経

過の部分や食い違いの部分については満

足なちょっとご答弁にはなっておりませ

んが、基本はそこに私たちはあると思い

ますし、そこをやっぱり考えなければい

けないんじゃないかなというふうに思い

ます。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　わかりました。

　平行線みたいなことになることもあり

ますので、先ほどのおそれの部分での火

災の話はかなり十分説明をいただきまし

たけども、これは、きょうでなくても結

構ですけど、説明の中でやはり言っては

るわけですかね、破砕するときの粉じん

や排水や騒音、悪臭やとか、火災はそれ

なりに説明いただきましたけども、これ

は、ちょっと書面でも結構ですし、次回

に答弁していただいても結構ですけども、

最初に言っております、紹介議員として

ご苦労ですけども、もう少し具体的な部

分をまとめていただいて、不安という部

分、もうちょっと踏み込んで、向こうは

資料を出しているので、それに対しての、
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さらに踏み込んだ不安をまとめていただ

きたいということを、これはお願いして

おきたいと思います。

　それから、家電リサイクルの、先ほど

答弁ございませんでしたけども、はっき

りとしたこういう答弁なかったですけど

も、もし廃家電をリサイクルするのであ

れば、これはもう大変な問題、根幹にか

かわるような問題ですので、これはぜひ

明確にしておかなければならないという

ふうに思っております。これも後日で結

構ですけど、この情報の出どころと信憑

性ですね。もしそうなんであれば、これ

はもうゆゆしきことですので、この辺の

ことをちょっとまとめていただきまして、

後日で結構です、これもご答弁お願いし

たいと思うんです。お願いいたします。

　それから、杉並病と三重県の多度町の

記載の話は、私がひっかかるのは、先ほ

ど言いましたように、請願としての公的

文書になるということに対して、明確に

地名、そういうようなものを出すという

ことがすごくひっかるわけですけど、こ

の辺をはっきり表現せずにするとかの配

慮をしておかないと、これは公開されま

すから、摂津市以外としての請願の結果

としてどこへでも出ていくということに

ついての、請願そのものの中身のことで

私懸念をしておりますので、これは、ちょっ

とその辺が問題ないということの主張が

あれば、きょうでもいいですし次でも結

構です、お答え願いたいと思います。

　それから、経過については３点、私申

しましたのは。いずれもこれ、すべての

流れの根幹にかかわるようなものだと思っ

てます。これで、やはり誠意があったの

かなかったのか、悪質であったのかなかっ

たということが根幹にかかわることであ

ると思いますので、これも後日で結構で

す、その辺を精査したような答弁を、ア

ドバイスがあったのかなかったのか。そ

れから、アイデックスに対する質問事項

が提出をされたのか、されなかったのか。

そして、反対意見書についてのアイデッ

クス側が撤退をするという表明があった

のか、なかったのか、これはあって、そ

ういう書面をつくってやったということ

であれば、これはもう業者が悪質である

というふうに言わざるを得ないわけなん

で。その辺のことを、これはもう後日で

結構ですので、ちょっとまとめていただ

いて、もう一回、納得できるようなもの

に答弁お願いしたいなと思います。

○野口委員長　そうしましたら、藤浦議

員の質問について、１回目の質問から含

めて後日答えていただくという内容も含

めてありますので、後日、検討してご答

弁いただくというふうに一応しておきま

す。

　ほかにございませんか。

　古谷委員。

○古谷委員　藤浦委員とダブル点も出て

くるかと思いますけれども、２、３質問

させていただきます。

　まず、鳥飼上自治会長さんは、常々、

事業者は誠意がないとか、また、隣接地

権者にうそをついて同意を取ったとか、

十分な説明がなく、自治会、実行委員会

の２回のみの説明会で信用できないとか、

そのようにされております。

　実際、自治会報や要望書の文書や請願

の中でもそのようなことをおっしゃって

るんですけども、説明が不十分とされて

いる点について、事例を挙げて、どうい

うことが説明が不十分であられたのかと

いうことをお聞かせ願いたいと思います。

○野口委員長　古谷委員、先ほど、藤浦

委員の質問にもありましたけども、そう

いう経過については、なかなかこの場で

は答弁できませんので、その内容を含め
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た、後日ご答弁をお願いされております

ので、もうその点を配慮されて質問をお

願いしたいと思いますけども。次回まと

めて答えていただくと。

　じゃあ、もう一度、古谷委員。

○古谷委員　先ほどの藤浦委員の質問の

ご答弁の中で、紹介議員としては答えら

れないとおっしゃっておりましたので、

そのところの疑問は、私も大変多ござい

ますから、またそれも含めまして、後日

にそういうことも詳しくまたお聞きした

いということで終わらせていただいてお

きます。

○野口委員長　ほかにございませんか。

　山下委員。

○山下委員　請願の中に、特に、ＲＤＦ

とかＲＰＦというものが循環型社会をつ

くる上で大事なんだということで、政府

はこれを一生懸命進めてきているという

ことだと思うんですね。この辺に大きな

問題がありはしないかと。ところが、そ

の問題点が非常にいろいろ指摘されてお

りますが、いろいろおそれの問題なども

言われておりまして、その辺の解明は必

ずしも明らかではない点もあろうかと思

いますが、しかし、先ほどから紹介議員

の方からも説明があったように、総務省

消防庁が出している資料というのは非常

に重大だと私は思います。

　といいますのも、危険物施設における

火災の発生頻度が、１年、１施設当たり

０．０３％。危険物施設における火災発

生件数が０．０３％です。ところが、Ｒ

ＤＦ、ＲＰＦについては５％なんですね。

０．０３と５％といいますと、実に２０

０倍近い危険性を持っているという、こ

ういうことだと思うんですね。だからこ

そ、ここにいろいろ上げられている火災

発生の事例があるんだと思うんですね。

非常に危険であるというふうにこの点で

は入れたと思うんです。請願文書の中に

は、必ずしも、危険はもちろん書いてあ

りますけど、具体的にこれを見て、私は

非常にびっくりしているという状況なん

ですね。

　この点からでも、火災発生件数は極め

て高いと。つまり、これは燃料を製造す

るということですから、燃料は燃えると

いうのはそうなんですけども、しかし、

そういう危険物をあちこちで扱っている

施設があったとしても、なお、その中で

ＲＤＦ等という、つまり、ＲＤＦ、ＲＰ

Ｆ含めまして発生件数が非常に高いとい

う、こういうことを事実でもって証明し

ている。これはおそれではない、事実な

んですね。こういう点は極めて大事だと

思いますが、そういう点についてのご説

明もあればお願いします。

　それから、先ほどから、ＲＤＦとＲＰ

Ｆ、ことさら違うんではないかというふ

うなお話がありましたけども、火災とい

う点から言えば、おおむね同様の危険性

を持っているということをここは書いて

いるということも、私は極めて大事だと。

　しかも、先ほどからもお話あったよう

に、指定可燃物として指定することが適

当であると言っていることについて、ま

だこれについての法整備はできていない

と、そういう過渡的な段階にあるという

ことですね。この点も私重要なことでは

ないかと思うんですが、その点はいかが

でしょうか。

　もう一つ、摂津市の置かれている現状

が、産業廃棄物の処理工場が大阪府下に

８施設あると、計画も含めて、そのうち、

実に２施設が摂津市内にあるかあるいは

これから建設しようという、こういう状

況にあるということですね。極めて高い

と思います。７じゃありませんよ、７は

大阪府下、大阪市にも一つありますから、
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全部で８施設なんですね。そのうち２施

設。だから、摂津市に持ってこられると。

これは、焼却施設についても、以前、大

型の焼却施設というのは、府下で最大な

ものが摂津市にあるんですね。そのほか

のものも含めまして、その比率は極めて

高いと、こういう状況からして、私は、

この産業廃棄物の処理地として、もちろ

んこれは輸送上の問題などもあろうかと

思いますが、そういう点からきていると

いう点で、こういう点でも極めて危険で

はないかと。

　特に、請願の中でもおっしゃられてい

る輸送の問題を通じての問題もあります

し。こういう点からも、請願内容には一

言で触れられた、あるいはニュースの中

でしか触れられていない問題もあります

けれども、そういう問題について、もし

ご意見があればお聞かせいただきたいと

思います。

○野口委員長　安藤議員。

○安藤議員　ごみ固形化燃料と関連施設

の安全対策の調査報告書の中でご質問を

いただきました。

　先ほどからも申し上げていましたが、

ＲＤＦ、ＲＰＦともに、ＲＰＦもＲＤＦ

の関連の物質であるということで危険物

の指定を受ける動きにある中で、通常の

危険物の火災の発生件数と比べて、既に

ＲＤＦ関連施設での発生件数は非常に率

が高いということは、本当に重大な問題

だと私も思います。

　そうした重大な問題に対して、政府、

総務省消防庁がこういった報告や対策を

打つということ自体が、やっぱりこの施

設、工場が、まだまだ技術的にも過渡的

な状況にあると言わざるを得ないという

ふうに思います。

　このごみ固形燃料適正管理検討会、昨

年１２月２５日にこの検討会が開かれた。

方策の中でちょっと書かれていることが

あるんですけども、ごみ固形燃料製造、

今回、こういったものについては、ごみ

の数が少ないところについては、ごみを

小さくすることができるとか、いろいろ

な有害物質を発生できないようにすると

いうことにおいては、一定有効だという

こともこの検討会議の中では書かれてい

ます。ただ、注意点としてこのように述

べられております。ちょっと読ませてい

ただきたいんですが、「このシステムの

第一義的な役割は廃棄物の安全、確実な

処理にあり、熱回収はこれに続く第二義

的役割であることである。発電効率や発

電の経済性に重点を置き過ぎ、安全、確

実な処理がおろそかにされてはならない」

ちょっと飛びまして、「ごみ固形燃料製

造利用システムの歴史が浅く、十分な知

識が得られていない現段階では、その運

用において十分な注意を払うとともに、

今後の計画においては、より一層慎重な

検討が望まれるところである」というふ

うに書かれています。

　まさに、こうした発火事故の発生率の

極めて高い状況や、起きた後の事故の重

大性、影響の大きさから見て、やはりこ

う検討会議でも述べられているというふ

うに思うわけです。

　今、ＲＤＦやＲＰＦというのは、化石

燃料の新たな代替物として注目をされて

いるという、業界の中では言われていま

すし、そういう意味では、国が推進をし

ていこうということでお力を入れている

部分があるのかなというふうに思うわけ

ですが、結局、じゃあ、その燃料はどこ

が買われるのか、化石燃料、石炭である

とか石油にかわって、こういうＲＤＦや

ＲＰＦをどこが買うのかというと、大手

の製紙会社など大手企業になるわけです。

大手企業は、自分のところで発電施設を
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つくったり、ボイラーにこういったＲＤ

ＦやＲＰＦを、石炭とか石油とか化石燃

料との代替品として使おうということで、

こういった事業が生まれてきているもの

だと思うんですね。

　そういう意味では、コストも当然化石

燃料と比べると非常に安いということで

言えば、熱回収、安全な処理というのは

第一義的にあるんだけども、結局は効率

性の問題と、いかに効率的に安い燃料を

取るかということが、結局、受け取る側、

消費側の方の思惑というのは大きいもの

があるんです。当然、製造会社にしてみ

れば、売り手である大手のお客さんから、

たくさんのものが欲しいと言われた場合

に、たくさん売らなければいけない。そ

れはもう利益につながる、商売になって

くるわけですから、本来、ごみを減らし

ていったりとか、ごみを燃やさないよう

にして環境を守っていこうというのが第

一義的にあるものが、根底にこういう効

率優先の市場的な考え方が絶対に入って

くるというのはもう間違いないと思うん

ですね。

　そういう中で、大手の企業が発電施設

のためのボイラーに使うとなれば、大量

のＲＰＦやＲＤＦは必要となってきます。

今、ＲＰＦの製造工場はやっぱりまだ少

ないです。ここの業者さんは、資料を見

てみますと、お客さんで、九州の方でＲ

ＰＦの施設をつくりたいんだけども、Ｒ

ＰＦの供給先がないということでという

ことで話が来てるというようなことも資

料の中にちょっと書かれているわけです

けども。

　今のあそこのすぐ隣に民家があり、生

産緑地があり、そこに福祉施設がありバ

ス停があるという、本当の隣接地帯にお

いて、あの限られた範囲の中で、果たし

て、当初言うてた量だけで賄い切れるの

かどうか。より大量のものを供給要望受

けたときに、対お客さんとの関係で、さ

らに大量のＲＰＦの製造というものも図

られる可能性もなくはない。これは大き

な心配の一つだと思います。ＨＡＣＣＰ

であるとかＩＳＯ、さまざまな認定を受

けているところでさえも、いろいろな事

件・事故等も実際に起きている中で、政

府、総務省消防庁でも危険が多いという

ことを示しながら、そして、その危険が

多いものが、さらに市場の求めに応じて、

工場が大量にそういうＲＰＦをつくって

いくということにつながっていった場合

に、これは、何かあったときではもう本

当に遅いというふうに私は考えています。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　そしたら、私の方から、２

点ほどお尋ねいたしますけども、藤浦委

員とだぶる部分もあるんですけども、こ

の請願書、２月１８日に受け取って、当

委員会に付託されたということで、この

固形燃料化ということは、今の時代に政

府も進めとるということで、資源の削減

あるいはごみのリサイクル等々、これは

もう時代の流れとともに必要な事業では

ないかなという認識はしております。

　そういった中で、当摂津市にこの工場

が出てきたということで、先般、私も、

このＲＰＦの工場を、他社の事例を見に

いきました。見た感じでは、例えば、普

通のプラスチック加工の工場と何ら変わ

りはないということで認識をしておりま

す。これが、ここに今書かれているよう

な、非常に危険極まりない設備とはほど

遠い設備であるという印象を受けており

ます。

　今まで質問されて、答弁されてますけ

ども、我々、この請願を採択、不採択す

るにしても、事実をきっちりつかんで、

その上で態度を決めていきたいというも
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のがありますので、今るる答えてられて

ますけども、推測、憶測はできるだけや

めていただいて、事実のみをきっちりと

答えていただきたいなという思いがあり

ますので、そういった観点から、ここに

出された資料の中から、事実を確認する

意味でお尋ねしますけども。

　事業者並びに自治会の皆さんの交渉の

経過をずっと見させていただくと、最初

の２００３年の７月４日が初めて、自治

会長さんとこの事業者とのコンタクトな

んですよね。それから、７月９日に集会

所に集まって、そこから交渉がスタート

したということであります。そのときは、

自治会長さんは、事業者に対して、同意

というか、説明するのにこういう方法が

ありますよということで丁寧に対応され

てます。事業者の方も、自治会長さんの

指導に従って説明をされたということで

あります。

　等々の説明をされていく中で、これター

ニングポイントがあるんですけども、そ

の一番キーとなったのが、ここだけお尋

ねしますけども、８月２０日の、これは

自治会主催ではなくて、農業関係者への

事業者の説明会の席で、会長が非常に激

高されたというふうに書いてます。この

時点から、非常に交渉が膠着状態に入っ

たということで、非常に重要なキーポイ

ントやないかなということであります。

　そのときの資料として出されたのが、

事業者からの申し入れ提案書ということ

であります。２００３年の８月２０日に、

アイデックスから申し入れ提案書案とい

うことでその場に出されたということで

あります。これは、事業者の方から、公

害防止に関する協定書の作成についてと

か、賠償責任保険の件とかあるんです。

その６番目に、老人福祉集会所、第８集

会所への寄附、寄贈、施設内部の改装工

事、施設部品の張り替え工事、畳の張り

替え、照明器具の交換、空調機の交換、

カラオケセットの寄附等の申入れ提案書

があったということでありますけれども、

まずこのことなのかと、この提案書のこ

とについて激高されたのかということと、

何で激高されたのかということも非常に

重要なキーなんです。

　このことが全く身に覚えない、潔白な

ことなので、あえて疑いをかけられたの

で怒ったのか、身に覚えがあって怒った

のか、どっちなのかということも、これ

は重要なキーポイントなんで、そこのと

ころも、きっちり事実としてお答え願い

たいということです。

　この８月２０日以降、非常に膠着状態

が続いて交渉が難航して、説明会が一切

開催されない等々があって、この請願の

ところに来るんですけども。この請願を

受けてから、平成１６年の３月２日に、

事業者から自治会長あてに内容証明が送

られてます。これは、事業者の方からの

資料にはついとるんですけども、自治会

長の方の資料にはこの内容証明の資料は

ついておりません。どこの経過にもね、

経過書の中には書かれてないんですけど

も、実際これ３月２日に、先ほど同僚委

員が言いました鳥飼上自治会ニュースに

反論する形で、事業者の方がそうではな

いんだということで、内容証明つきの反

論書を出している。その最後のくだりに

こう書かれてるんですけども、「当社と

すれば、話し合いによる解決の方向性を

求め、その時間もつくり、対応してきま

したが、今後もその方針に変わりなく、

進捗を望みますが、このような事態が続

くとすれば、当社はこの事実をかんがみ、

信用毀損、偽計業務妨害にも当たるもの

と考え、法的手続の準備を今後も視野に

入れて対応することをご連絡申し上げま
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す」と、こう書かれとるんですね。この

内容証明が多分自治会長さんのところに

行っとると思うんですけど、これ自治会

からの経過と動きについて一切書かれて

ないということであります。

　この内容証明は、自治会の方にどう周

知されているのかということと、着いて

ると思うんですけども、着いたかどうか

ということと、そのことが自治会の皆さ

んにどう報告されたかということであり

ます。

　ちなみに、この名誉毀損等々になった

場合、事業者の言っていることが実行さ

れるとすれば、これはもう我々行政の域

を超えて司法の領域にあるはずですよね。

我々がここで議論していることも、当然

裁判の中にもなるでしょうし。できたら、

話し合いで解決する方が、そこまでいく

よりは話し合いをする方が、我々として

もいいんですけども、そのことについて、

どう考えておられるのかということも含

めてお答え願います。

○野口委員長　安藤議員。

○安藤議員　憶測でお話をすることがで

きませんものですから、次回、先ほどの

経過の部分も含めて、今ご質問のあった

点についてお答えできるようにしたいと

思います。

　内容証明ですから、当然、手元に届い

ているのは間違いないと思います。

○野口委員長　ただ今の上村委員の質問

等々も含めて、次回、調べていただいて、

答えていただくことも含めて対応してい

きたいと思います。

　引き続き、今後どうするかということ

でご相談しますけども、とりあえず、本

日の委員会としてはこの程度にとどめ、

閉会したいと思いますが、異議ございま

せんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で、本委員会を散会

いたします。

　　　（午前１１時３６分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　　民生常任委員長　野 口 　 博

　　民生常任委員　古 谷 博 子
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